
6. 日本の国家安全保障戦略

❖国家安全保障戦略（抜粋）❖
2013年12月17日 国家安全保障会議決定

     閣議決定

Ⅰ 策定の趣旨
（略）

グローバル化が進む世界において、我が国は、国際社会における主要なプレーヤーとして、これま
で以上に積極的な役割を果たしていくべきである。このような認識に基づき、国家安全保障に関す
る基本方針を示すため、ここに国家安全保障戦略を策定する。

（略）
政府は、本戦略に基づき、国家安全保障会議（NSC）の司令塔機能の下、政治の強力なリーダーシッ

プにより、政府全体として、国家安全保障政策を一層戦略的かつ体系的なものとして実施していく。
（略）

Ⅱ 国家安全保障の基本理念
１ 我が国が掲げる理念

（略）
我が国は、戦後一貫して平和国家としての道を歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与える

ような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた。
（略）

我が国は、平和国家としての立場から、国連憲章を遵守しながら、国連を始めとする国際機関と連
携し、それらの活動に積極的に寄与している。特に冷戦の終結に伴い、軍事力の役割が多様化する中
で、国連平和維持活動（ＰＫＯ）を含む国際平和協力活動にも継続的に参加している。また、世界で唯
一の戦争被爆国として、軍縮・不拡散に積極的に取り組み、「核兵器のない世界」を実現させるため、
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国際社会の取組を主導している。
（略）

我が国は、今後の安全保障環境の下で、平和国家としての歩みを引き続き堅持し、また、国際政治
経済の主要プレーヤーとして、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、我が国の安全及
びアジア太平洋地域の平和と安定を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで
以上に積極的に寄与していく。このことこそが、我が国が掲げるべき国家安全保障の基本理念である。
２ 我が国の国益と国家安全保障の目標

（略）
我が国の国益とは、まず、我が国自身の主権・独立を維持し、領域を保全し、我が国国民の生命・身

体・財産の安全を確保することであり、豊かな文化と伝統を継承しつつ、自由と民主主義を基調とす
る我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うすることである。

（略）
これらの国益を守り、国際社会において我が国に見合った責任を果たすため、国際協調主義に基

づく積極的平和主義を我が国の国家安全保障の基本理念として、以下の国家安全保障の目標の達成
を図る。

第１の目標は、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために、必要な抑止力を強化し、
我が国に直接脅威が及ぶことを防止するとともに、万が一脅威が及ぶ場合には、これを排除し、かつ
被害を最小化することである。

第２の目標は、日米同盟の強化、域内外のパートナーとの信頼・協力関係の強化、実際的な安全保
障協力の推進により、アジア太平洋地域の安全保障環境を改善し、我が国に対する直接的な脅威の
発生を予防し、削減することである。

第３の目標は、不断の外交努力や更なる人的貢献により、普遍的価値やルールに基づく国際秩序
の強化、紛争の解決に主導的な役割を果たし、グローバルな安全保障環境を改善し、平和で安定し、
繁栄する国際社会を構築することである。

Ⅲ 我が国を取り巻く安全保障環境と国家安全保障上の課題
１ グローバルな安全保障環境と課題

（略）
（２）大量破壊兵器等の拡散の脅威

我が国は、世界で唯一の戦争被爆国として、核兵器使用の悲惨さを最も良く知る国であり、「核兵
器のない世界」を目指すことは我が国の責務である。

核・生物・化学（ＮＢＣ）兵器等の大量破壊兵器及びそれらの運搬手段となり得る弾道ミサイル等
の移転・拡散・性能向上に係る問題は、依然として我が国や国際社会にとっての大きな脅威となって
いる。特に北朝鮮による核・ミサイル開発問題やイランの核問題は、単にそれぞれの地域の問題とい
うより、国際社会全体の平和と安定に対する重大な脅威である。

（略）
２ アジア太平洋地域における安全保障環境と課題

（１）アジア太平洋地域の戦略環境の特性（略）

Ⅳ 我が国がとるべき国家安全保障上の戦略的アプローチ
１ 我が国の能力・役割の強化・拡大

（略）
（２）我が国を守り抜く総合的な防衛体制の構築
（略）

核兵器の脅威に対しては、核抑止力を中心とする米国の拡大抑止が不可欠であり、その信頼性の
維持・強化のために、米国と緊密に連携していくとともに、併せて弾道ミサイル防衛や国民保護を含
む我が国自身の取組により適切に対応する。
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（略）
（８）防衛装備・技術協力
（略）

武器輸出三原則等がこれまで果たしてきた役割にも十分配意した上で、移転を禁止する場合の明
確化、移転を認め得る場合の限定及び厳格審査、目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保
等に留意しつつ、武器等の海外移転に関し、新たな安全保障環境に適合する明確な原則を定めるこ
ととする。

（略）
２ 日米同盟の強化

（略）
（１）幅広い分野における日米間の安全保障・防衛協力の更なる強化

我が国は、我が国自身の防衛力の強化を通じた抑止力の向上はもとより、米国による拡大抑止の
提供を含む日米同盟の抑止力により、自国の安全を確保している。

（略）
共同訓練、共同の情報収集・警戒監視・偵察（ＩＳＲ）活動及び米軍・自衛隊の施設・区域の共同使用

を進めるほか、事態対処や中長期的な戦略を含め、各種の運用協力及び政策調整を緊密に行う。加え
て、弾道ミサイル防衛、海洋、宇宙空間、サイバー空間、大規模災害対応等の幅広い安全保障分野にお
ける協力を強化して、日米同盟の抑止力及び対処力を向上させていく。

さらに、相互運用性の向上を含む日米同盟の基盤の強化を図るため、装備・技術面での協力、人的
交流等の多面的な取組を進めていく。

（２）安定的な米軍プレゼンスの確保
在日米軍駐留経費負担を始めとする様々な施策を通じ、在日米軍の円滑かつ効果的な駐留を安定

的に支えつつ、在沖縄米海兵隊のグアム移転の推進を始め、在日米軍再編を日米合意に従って着実
に実施するとともに、地元との関係に留意しつつ、自衛隊及び米軍による施設・区域の共同使用等を
推進する。
３ 国際社会の平和と安定のためのパートナーとの外交・安全保障協力の強化（略）
４ 国際社会の平和と安定のための国際的努力への積極的寄与

（略）
（３）軍縮・不拡散に係る国際努力の主導

我が国は、世界で唯一の戦争被爆国として、「核兵器のない世界」の実現に向けて引き続き積極的
に取り組む。

北朝鮮による核開発及び弾道ミサイル開発の進展がもたらす脅威や、アジア太平洋地域における
将来の核戦力バランスの動向、軍事技術の急速な進展を踏まえ、日米同盟の下での拡大抑止への信
頼性維持と整合性をとりつつ、北朝鮮による核・ミサイル開発問題やイランの核問題の解決を含む
軍縮・不拡散に向けた国際的取組を主導する。

また、武器や軍事転用可能な資機材、技術等が、懸念国家等に拡散することを防止するため、国際
輸出管理レジームにおける議論への積極的な参画を含め、関係国と協調しつつ、安全保障の観点に立っ
た輸出管理の取組を着実に実施する。さらに、小型武器や対人地雷等の通常兵器に関する国際的な
取組においても、積極的に対応する。

（略）

５ 地球規模課題解決のための普遍的価値を通じた協力の強化（略）
６ 国家安全保障を支える国内基盤の強化と内外における理解促進

（１）防衛生産・技術基盤の維持・強化
防衛生産・技術基盤は、防衛装備品の研究開発、生産、運用、維持整備等を通じて防衛力を支える重

要な要素である。限られた資源で防衛力を安定的かつ中長期的に整備、維持及び運用していくため、
防衛装備品の効果的・効率的な取得に努めるとともに、国際競争力の強化を含めた我が国の防衛生産・
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技術基盤を維持・強化していく。
（略）

出典：内閣官房HP
https://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/nss-j.pdf
アクセス日：2020年4月1日
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